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海幕衛第２４５号 

令和４年６月１日 

各 部 隊 の 長 

各 機 関 の 長 

 

                      海 上 幕 僚 長       

                    （公 印 省 略）       

 

 

医師及び歯科医師の通修の運用について（通達） 

 

標記について、別添のとおり通知があったので、下記により実施されたい。 

なお、医師及び歯科医師の通修の運用について（通達）（海幕衛第２３０号。２

９.６．２６）は廃止する。 

 

記 

 

１ 趣 旨 

 この通達は、医師及び歯科医師（以下「医師等」という。）の通修の基準及び

手続等を定めるものである。 

 

２ 通修の基準 

 ⑴ 通修の対象者 

  ア 部隊、機関等（病院を除く。）に勤務する医師等 

  イ 病院に勤務する医師等で、管理者（俸給の特別調整額に関する訓令（昭和

４０年防衛庁訓令第８号）に基づき、俸給の特別調整額が支給されている官

職を占める者をいう。以下同じ。）に該当しないもの。 

  ウ 病院に勤務する医師等で、管理者である者が専門医資格の取得または更新

のため通修を必要とする場合 
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 ⑵ 通修先 

 部内並びに部外の医育機関、公的医療機関及び公的研究機関（以下「公的機

関」という。）である施設１か所を基本とする。ただし、次のいずれかに該当

する場合は、この限りではない。 

 なお、公的医療機関とは、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に

定めるもののほか、同法第７条の２第１項各号に規定する者及び医療法施行令

第４条の６に規定する独立行政法人が開設する病院、地方公営企業及び公営企

業型地方独立行政法人が開設する病院、地方公共団体が指定管理者に管理を行

わせる病院、地方公共団体が出資する公営財団法人が開設する病院を含むもの

とする。   

ア 研究を目的とした通修にあって、設備等の理由で、主たる通修先だけでは

研究が実施できない場合   

イ 臨床研修を目的とした通修にあって、医学の専門化・細分化等の理由で、

主たる通修先だけでは研修が実施できない場合 

ウ 医師等がやむを得ず公的機関以外へ通修する必要がある場合     

 ⑶ 通修期間 

 １年以内とし、当該年度を超えないものとする。 

 ⑷ 通修日数 

 海上幕僚長は、当該部隊又は機関等による業務に支障をきたさないと認める

範囲並びにその家族に対する医療の確保に支障をきたさない範囲で、次に掲げ

る区分により、通修を承認するものとする。 

ア 医 師 

  暦日週２日以内（自衛隊中央病院に勤務する医師は週１日以内）を限度と

する。また、医官用フレックス制勤務を活用した兼業を実施する者の通修に

ついては、兼業と併せ暦日週２日以内を限度（自衛隊中央病院に勤務する医

師は週１日以内）とする。 

イ 歯科医師 

  暦日週２日以内（自衛隊中央病院に勤務する歯科医師は週１日以内）を限

度とする。ただし、週２日とする場合には、技量の維持向上を図るのみなら

ず、自衛隊病院又は衛生科部隊等の能力向上に資する場合に限る。 

 

３ 通修承認権者 

  海上幕僚長 
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４ 通修手続 

 ⑴ 申 請 

ア 通修を希望する医師等は、別添別紙様式第１により、所属長（海上自衛官

の勤務時間及び休暇に関する達（海上自衛隊達第１５号。３８．２．１８）

別表第２の左欄の者に対する右欄の者をいう。以下同じ。）を経由して海上

幕僚長に申請を行う。ただし、氏名欄は、自署又はこれに加えて本人確認が

可能となる記録を行うものとする。 

    なお、申請に当たっては、送付及び事務手続等を考慮の上、通修開始期日

を設定する。 

  イ 通修申請書の記載事項に変更を生じた場合には、その都度アに準じ新たに

申請を行う。 

  ウ 所属長は、通修先、通修期間、通修日数、通修内容、兼業の有無等をよく

検討し、意見を付して承認権者に進達するものとする。 

  エ 第２項第１号ウ及び第２項第２号アからウに該当する場合には、所属長は

その理由を記した副申書を付して進達するものとする。なお、通修先を２か

所とする場合については、施設毎に別添別紙様式第１により進達するものと

する。 

 ⑵ 承 認 

  ア 海上幕僚長は、通修申請書を審査し、通修が適当と認めた場合には、所属

長を通じて、申請者に対し通修の承認を行う。   

  イ 通修が不適当と認めた場合には、所属長を通じて、申請者に対しその旨を

回答する。 

 

５ 通修に関する協定の締結 

  通修する医師等の所属長は、通修先の長との間で別添別紙様式第２により当該

通修に係る協定を締結し、通修の申請に際しては協定の写しを付して海上幕僚長

に進達する。ただし、協定の締結が困難な場合はこの限りではない。 

 

６ 報 告 

 ⑴ 通修を実施している医師等は、毎年度ごと定期に、あるいは通修を中止又は

終了する場合はその都度、指導者の評価・確認を受けた通修の成果を、別添別

紙様式第３により、所属長に報告する。ただし、氏名欄は、自署又はこれに加

えて本人確認が可能になる記録を行うものとする。 

 ⑵ 所属長は、報告を受けた通修の成果について、定期の場合は翌年度の５月末

までに、中止又は終了の場合は当該事象の発生後２か月以内に、意見を付して 
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海上幕僚長に報告する。 

 

７ 通修者に対する監督・指導等 

 ⑴ 所属長は、通修の承認を受けた医師等に別添別紙様式第５による通修実施計

画書を作成させ、業務に支障ないことを確認する等、通修の運用が適切に行わ

れるよう監督するとともに、適時指導を実施する。また、管理者に実施させる

場合においては、不在中の対応を明確にさせることに留意する。 

 ⑵ 所属長は、通修の実施について、不適切な事象を認めた場合は、改善させる

よう努めるとともに、場合によっては、承認を受けた期間であっても、以後の

通修を実施させないことができるものとする。 

 

８ その他 

  通修する医師等は、通修先から報酬を受けてはならない。 

 

 

添付書類：防人衛第１０２６４号（令和４年５月２７日） 

写送付先：部内全般 


















